
京都市消防局訓令甲第６号   

各 部   

消 防 学 校   

各 消 防 署   

 京都市消防局災害活動組織規程の一部を次のように改正する。 

  令和４年３月３１日 

 京都市消防局長 山内 博貴 

 目次中「第１５条」を「第１７条」に，「第１６条・第１７条」を「第１８条・第

１９条」に改める。 

 第３条第５項中「消防局次長」の右に「及び担当局長」を加える。 

 第４条第５項中「第６条第４項」を「第７条第５項，第８条第５項」に，「第７条」

を「第９条」に，「第８条」を「第１０条」に，「第１２条」を「第１４条」に，「第

１３条」を「第１５条」に改める。 

 第４章中第１７条を第１９条とし，第１６条を第１８条とする。 

第１５条第１項中「調査，警戒，補給等の支援活動」を「災害現場活動の支援活動」

に改め，同条第２項中「第１２条」を「第１４条」に改め，第３章中同条を第１７条とし，

第１４条を削り，第１２条を第１４条とし，第１３条を第１５条とし，同条の次に次の１

条を加える。 

（通信支援隊）  

第１６条 通信支援隊は，無線中継車を活用した，災害現場における通信支援を主たる任務

とする。  

２ 通信支援隊は，通信支援隊長及び通信支援隊員（以下「通信支援隊長等」という。）を

もって編成する。  
３ 通信支援隊長は，消防司令又は消防司令補をもって充てる。 

４ 特に必要があるときは，前項の規定にかかわらず，隊長に消防士長を充てることがあ

る。 

５ 上席の通信支援隊員は，通信支援隊長に事故があるときは，その任務を代行する。 

６ 通信支援隊長等は，局本部長の指示により，局警防本部の班の要員となる。 

 第７条から第１１条を２条ずつ繰り下げる。 

 第６条第３項中「又は消防司令」を削り，同条中第６項を第７項とし，第５項を第６項

とし，同条第４項中「南部方面統括指揮隊長」を「消防司令長の階級にある者」に，「北部



方面統括指揮隊長」を「消防司令長又は消防司令の階級にある者」に改め，同項を同条第

５項とし，同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 特に必要があるときは，前項の規定にかかわらず，南部方面統括指揮隊長に消防司令

を充てることがある。 

 第６条を第７条とし，同条の次に次の１条を加える。 

 （特別装備隊） 

第８条 特別装備隊は，災害現場活動における現場活動支援等を主たる任務とし，局警防

本部に置く。 

２ 特別装備隊は，特別装備隊長及び特別装備隊員（以下「特別装備隊長等」という。）を

もって編成する。 

３ 特別装備隊長は，消防司令又は消防司令補をもって充てる。 

４ 特に必要があるときは，前項の規定にかかわらず，隊長に消防士長を充てることがあ

る。 

５ 上席の特別装備隊員は，特別装備隊長に事故があるときは，その任務を代行する。 

６ 特別装備隊長等は，局本部長の指示により，局警防本部の班の要員となる。 

７ 前各項に定めるもののほか，特別装備隊の運用に関し必要な事項は，別に定める。 

 第３章中第７条の前に次の１条を加える。 

（本部統括指揮部隊） 

第６条 本部統括指揮部隊は，統括指揮隊及び特別装備隊をもって編成する。 

 別表第１中「消防救助班」を「警防班」に改め， 

「 

救急班 
 を 

調整班 

                      」 

「 

救急班  に， 

                      」 

 

 

 



 

 

「 

消防団班 

 を 
総務班 

人事班 

補給保全班 

                      」 

「 

総務班 

 に， 
人事班 

補給保全班 

消防団・自主防災班 

                      」 

「 

危険物保安班 
 を 

市民班 

                      」 

「 

危険物保安班  に改め， 

                      」 

「 

災害支援班 
 を削り， 

活動支援班 

                      」 

「 

統括指揮隊  を 

                                」 

 



 

 

「 

本部統括指揮部隊 
統括指揮隊 

 に改め， 
特別装備隊 

                                」 

「 

航空機隊 
 を， 

特別装備隊 

                                」 

「 

航空機隊 
 に改める。 

通信支援隊 

                                」 

 別表第３局警防本部の項中 

「 

北部方面統括指揮隊 司令車 消 防 本 部 
 を 

南部方面統括指揮隊 司令車 京都市消防活動総合センター 

                                」 

「 

本
部
統
括
指
揮
部
隊 

北部方面統括指揮隊 司令車 消 防 本 部 

 に改め， 
南部方面統括指揮隊 司令車 京都市消防活動総合センター 

特別装備隊 
空気充填照明車，資器材

搬送車 
京都市消防活動総合センター 

                                」 

 

 

 

 



 

 

「 

特 別 装 備 隊 

無線中継車 消 防 本 部 

 を 

空気充填照明車，資器材

搬送車，支援車，大型除

染システム車，都市型水

害対策車，人員輸送車 

京都市消防活動総合センター 

第 １ 航 空 機 隊 回転翼航空機 
京都消防へリポート 

第 ２ 航 空 機 隊 回転翼航空機 

                                」 

「 

第 １ 航 空 機 隊 回転翼航空機 
京都消防へリポート 

 に改める。 第 ２ 航 空 機 隊 回転翼航空機 

通 信 支 援 隊 無線中継車 消 防 本 部 

                                」 

別表第１左京警防本部の項中「救助工作車，小型水槽車」を「救助工作車」に改め，

山科警防本部の項中「水槽車」を「化学車」に改め，「ポンプ車，化学車」を「ポン

プ車」に改め，南警防本部の項中「大型はしご車」の右に「，特別高度工作車」を加

え，「大規模震災用高度救助車，特別高度工作車」を「大規模震災用高度救助車」に改

め，同表西京警防本部の項中「屈折はしご車」を「活動支援車」に改め，「大型はし

ご車」の右に「，都市型水害対策車」を加え，同表伏見警防本部の項中「ブーム付水

槽車」の右に「，大型除染システム車」を加え， 

「 

向 島 第 １ 消 防 隊 ポンプ車  を 

                      」 

「 

向 島 第 １ 消 防 隊 小型水槽車  に改める。 

                      」 

 別表第４中「第１０条」を「第１２条」に改める。 



 別表第５中「第１６条」を「第１８条」に改め，同表消防隊等の項中「航空機隊」

の右に「，通信支援隊」を加える。 

   附 則 

 この訓令は，令和４年４月１日から施行する。 

（消防局警防部警防計画課） 


